
事 務 連 絡 

令和６年 10 月 11 日 

指定障害福祉サービス等事業所 
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（  公  印  省  略  ） 

 

身体拘束廃止未実施減算及び虐待防止措置未実施減算の取扱いについて 

 

平素は、本市の障害福祉行政にご協力を賜り、感謝申し上げます。 

標記の件につきまして、下記のとおり取り扱いを整理しましたので、事業所における体制等の整備状況

を見直すとともに、改めて自己点検をいただきますようお願いします。 

 

記 

  

１．身体拘束等の廃止・適正化のための取組が適切に行われていない場合の取扱い 

令和 6 年度から身体拘束等の適正化の徹底を図るため、施設・居住系サービスについて、身体拘束廃

止未実施減算の減算額が５単位から所定単位数の 10％に引き上げられ、訪問・通所系サービスにつ

いて、減算額が５単位から所定単位数の１％に見直されました。 

 

（１）身体拘束等に関し以下➀～➃について改めて自己点検を行っていただきますようお願いします。 

➀やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむ得ない理由その他必要な事項を記録すること。なお、緊急やむを得ない理由については、切

迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手

続きを行った旨を記録しなければならない点に留意すること。  

➁身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的（年 1 回以上）に開催するととも

に、その結果について職員に周知徹底を図ること。 

➂身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

➃職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的（年 1 回以上）に実施すること。 

 

（２）実地指導、自己点検を問わず（１）➀～➃を 1 つでも満たしていない事実が発覚した時点

（以下、「事実が生じた月」といいます。）で以下の（３）～（５）に沿って対応していただきますよう

お願いします。 

 

（３）身体拘束廃止未実施減算の適用 

①速やかに「改善計画」を提出し、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況の報告を



提出することとします。 

②（２）の事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者又は入所者

全員について減算となります。 

※施設・居住系サービス（障害者支援施設（施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サー

ビスを含む）、療養介護、障害児入所施設、共同生活援助、宿泊型自立訓練） 

➤基準を満たしていない場合に、所定単位数の 10％が減算されます。  

※訪問・通所系サービス（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支

援、生活介護、短期入所、自立訓練（宿泊型自立訓練を除く）、就労選択支援、就労移行支

援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問

型児童発達支援、保育所等訪問支援（障害者支援施設が行う各サービスを除く）） 

➤基準を満たしていない場合に、所定単位数の１％が減算されます。 

※なお、複数の減算事由に該当する場合であっても、所定単位数から減算となります。 

 

（４）（２）の事実が生じた月から３月後に、事業者からの「改善計画」に基づく報告を提出いただき、

改善状況を確認します。 

 

（５）（４）において改善が認められた場合は、改善が認められた日の属する月を「改善が認めら

れた月」として、同月まで身体拘束廃止未実施減算が適用されます。 ただし、事業者からの「改善計

画」に基づく報告がない、又は、改善状況が不十分である場合には、改善が認められないものとし、引き

続き改善が認められるまで（改善が認められた月まで）身体拘束廃止未実施減算が適用されます。 

  

２．虐待の防止のための取組が適切に行われていない場合の取扱い 

令和 6 年度から施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措

置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、虐待防止措置未実施減算（所定単位数の１％

が減算）が創設されました。 

 

（１）虐待防止措置に関し以下➀～③について改めて自己点検を行っていただきますようお願いしま

す。 

①虐待防止委員会を定期的（年 1 回以上）に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹

底を図ること。 

②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施すること。 

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

（２）実地指導、自己点検を問わず（１）➀～③を 1 つでも満たしていない事実が発覚した時点

（以下、「事実が生じた月」といいます。）で以下の（３）～（５）に沿って対応していただきますよう

お願いします。 



  

（３）虐待防止措置未実施減算の適用 

① 速やかに「改善計画」を提出し、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況の報告を

提出することとします。 

② （２）の事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者又は入所者

全員について所定単位数の１％が減算となります。 

 ※複数の減算事由に該当する場合であっても、１日につき所定単位数の１％から減算となります。 

 

（４）（２）の事実が生じた月から３月後に、事業者からの「改善計画」 に基づく報告を提出いただ

き、改善状況を確認します。 

 

（５）（４）において改善が認められた場合は、改善が認められた日の属する月を「改善が認めら

れた月」として、同月まで虐待防止措置未実施減算が適用されます。 ただし、事業者からの「改善計

画」に基づく報告がない、又は、改善状況が不十分である場合には、改善が認められないものとし、引き

続き改善が認められるまで（改善が認められた月まで）虐待防止措置未実施減算が適用されます。 

 

３．関連通知等 

令和６年度報酬改定に係る減算要件等に関しては以下の本市ホームページから関連通知等を再度ご

確認ください。 

（奈良市ホームページ：令和 6 年度障害福祉サービス等報酬改定について） 

https://www.city.nara.lg.jp/site/jigyousho/198143.html 

 

 

【本件に係る連絡先】 

奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目 1 番 1 号 

（全般）jigyoushoshitei-shougai@city.nara.lg.jp 

（質問）jigyouqa@city.nara.lg.jp 

https://www.city.nara.lg.jp/site/jigyousho/198143.html

